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第５章 拒絶査定不服審判・前置審査 
拒絶査定不服審判（121条） 

第121条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の

送達があった日から３月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 

２ 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する

期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなっ

た日から14日（在外者にあっては、２月）以内でその期間の経過後６月以内にその請求をするこ

とができる。 

拒絶査定不服審判における特則（159条） 

第159条 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条第１項中

「第17条の２第１項第１号又は第３号」とあるのは「第17条の２第１項第１号、第３号又は第４

号」と、「補正が」とあるのは「補正（同項第１号又は第３号に掲げる場合にあっては、拒絶査

定不服審判の請求前にしたものを除く。）が」と読み替えるものとする。 

２ 第50条及び50条の２の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発

見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の２第１項第１号又は第

３号に掲げる場合（同項第１号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定

による通知をした場合に限る。）」とあるのは、「第17条の２第１項第１号（拒絶の理由の通知と

併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をし

たときを除く。）、第３号（拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。）又は第４号に

掲げる場合」と読み替えるものとする。 

３ 第51条及び第67条の３第２項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準

用する。 

 ポ イント 
１．補正却下の対象から拒絶査定不服審判の請求前にしたものが除かれている理由（１項、

青本159条） 

審査段階でなされた第２回目以降の拒絶理由通知に対する補正等を審査官が却下する

こと（53条１項）としたのは、審査処理の促進の観点からであり、審査段階で一旦看過

された補正をその後の手続である審判において応答の機会を与えずに却下することは、

当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている請求人（出願人）にとって酷

だからである。 

２．拒絶をすべき査定の理由と同じ拒絶理由を有する事実が明らかであった場合（２項、

青本159条） 

既にそれについては審査の段階で拒絶理由を通知しているのであるから、重ねて拒絶

理由を通知する必要はなく、直ちに審判の請求を棄却することができる。 

拒絶査定不服審判における特則（160条） 

第160条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をす

ることができる。 

 ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 

【知識定着編】演習問題

論文実戦力完成講座　テキスト見本

【知識構築編】論文実戦力完成講座テキスト

テキストをテーマ・場面ごとに必要な知識順に並べ替えたこ
とで、関連する条文等が紐づいた状態でインプット出来る内
容になっています。

論文本試験合格に必要な条文の解釈や、基本書の重要論点
を学習することで、他の受験生に一歩差をつける実力が養成
できます。

論文本試験の過去問を提示することで、学習する条文から
論文本試験まで一貫して知識を整理でき、近年の論文本試験
の傾向を把握することができます。

論文本試験合格に必要な判例を厳選し、「どの条文の解釈
を巡った判例なのか」「論文本試験でどこまで書けばよいの
か」を受験生に提示することで実戦的な学習を促進します。

※画像はサンプルです。
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【知識定着編】演習問題

【知識構築編】の「論文実戦力完成講座テキスト」と関連付
けた単元構成で、インプット講義を強力にサポートします。

各単元で、必ずおさえておきたい事項をコンパクトかつ具体
的に提示！自己学習の際にどこに力を入れて学習すべきか
の指針となります。

チェックポイント作成にあたっては抽象的な表現を排し、「説
明できる」「挙げることができる」などの、具体的な達成目標
につながる表現を用いています。

解答例が記載された冊子は、そのまま重要事項のまとめ冊子
となり、今後の復習の際にも大きな威力を発揮します。

本年はさらに仕上げの答練問題と解説をプラスし、演習を充
実させました。

根拠を明示することで、より深い理解のために原典にあたっ
たり、その前後を確認する発展学習を行う際の手がかりとな
ります。
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